
資料Ⅰ 

地域がん診療拠点病院制度について 

Ⅰ地域がん診療拠点病院制度の 概要 ( 現状 ) 

2 地域がん診療拠点病院の 整備に関する 指針について 

巳円 三月 
3 地域がん診療拠点病院の 拍 疋専 一見 

4 地域がん診療拠点病院制度に 係る主な論点， 



地域がん診療拠点病院制度の 概要 ( 呪ガ 犬 ) 

都道府県 ・専門的がん 医療の提供 
，がん診療情報の 提供 

・他の医療機関ヘアドパイス や 
研修会の実施 

・緩和医療の 提供 
内 がん 

  

生活 圏 (2 次医療 圏 )  地域の医療機関 
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各都道府県知事 殿 

厚生労働省健康局長 

地域がん診療拠点病院の 整備について 

我が国において、 が わ による死亡は 昭和 5 6 年以降死因の 第Ⅱ位を占め、 がん患者数 

は毎年増加傾向を 示しているところであ る。 このような状況において ，がんの診療体制 

の 一 届の充実を図るなど、 がんに関する 積極的かつ効果的な 施策の展開が 重要かつ急務 

となっている。 

このため、 本年 4 月、 質の高いがん 医療の全国的な 均 てんを図ることを 目的とした「地 

域がん診療拠点病院のあ り方に関する 検討会」を設置し、 検討を行ってきたところであ 

り、 今般，その報告書に 基づき、 別添のとおり ，「地域がん 診療拠点病院の 整備に関す 

る指針」 ( 以下「指針」という。 ) を策定したところであ る。 

各都道府県におかれては、 我が国に多いがん ( 肺がん，胃がん、 肝がん、 大腸がん、 

乳 がん等 ) について、 住民がその日常の 生活圏域の中で 全人的な質の 高いがん医療を 受 

けることができる 体制を確保する 観点から、 地域がん診療拠点病院を 整備するという 趣 

旨を御理解の 上、 別添の指針に 基づき、 その推薦及び 積極的な整備に 努めるよ う 特段の 

配意をお願いする。 

なお、 指針の 1 の「に規定する 地域がん診療拠点病院の 推薦の手続き 等については、 

別途通知するので 留意されたい。 

川添 

@ む a 年 8 月 2 0 日 叫 改正 ) 

地域がん診療拠点病院の 整備に関する 指針 

Ⅰ 地域がん診療拠点病院 ( 以下「拠点病院」という。 ) の指定 

]  都道府県知事が 下記 2 を踏まえて推薦する 医療機関について、 厚生労働大臣が 

適当と認めるものを 拠点病院として 指定する。 

2  各都道府県においては ，医療計画等との 整合性を図りつっ ， 2 次医療 圏に Ⅰ 力 

斯程度を目安に 拠点病院を指定することとする。 

Ⅱ 拠点病院の指定要件 

我が国に多いがん ( 肺がん、 宵がん、 肝がん、 大腸がん、 乳がん等 ) について、 

地域の医療機関と 緊密な連携を 図り、 継続的に全人的な 質の高いがん 医療を提供す 

るために，以下に 示す体制を有すること。 

Ⅰ 診療体制 

(1 ) 診療機能 

① 我が国に多いがんについて、 地域におけるがん 診療連携の拠点病院とし 

ての役割を果たすことのできる 専門的医療体制を 有すること。 

② 緩和医療を提供する 体制を有すること。 

( 注 ) 細和 医療については、 当該病院が、 がん緩和ケア 病棟を有しない 場合て 

あ っても、 紐和 医療チームによる 珍 僚機能が備わっている 場合にば、 緩 

和医療の提供体制が 確保されているものとする。 

③ 大学病院その 他個別のがん 分野で賈の高いがん 医療を実施している 医療 

横関に支援を 求める，或いは 地域の医療機関からの 診療に関する 相談に 

応じる等、 他の医療機関との 連携、 協力関係を有すること。 
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(2) 診療従事者 

① 我が国に多いがんについて 専門的医療を 行 う とともに、 画像診断，化学療 

法、 緩和医療等に 関し，地域の 医療機関や患者からの 相談に適切に 対応で 

きる医師が配甘されていること。 

② 専門的な 有接 に携わる看護 師 、 精神保健福祉士、 臨床心理に携わる 者、 臨 

床 診療録管理に 携わる者及びソーシャルワークに 従事する者が 配甘されて 

いることが望ましい。 

③ 放射線治療 医 ，病理耳門医が 配 仮 されているか 又はそれらの 協力を得られ 

る体制が確保されていること。 

C3) 医療施 設 

① 医療相談室が 投位されていること   

② 集中治療室が 設置されていること   ( 望ましい。 

③ 無菌 病 窒を有していることが % ましい。 

④ 放射線治療施設を 有しているか 又 はこれを有する 医療機関の協力が 得られ 

6% 制 が確保されていること。 

(4) 医療機器 

上記の診療体制を 確保するために 必要な高度な 医療機器が設甘されてお 

り，その操作，保守に 精通した医療従事者が 配置されていることが 望まし 

い。 

2  研修体制 

(1 ) 地域のがん 診俺 に携わる医師等の 医 疾 従事者に対し ，必要な研修の 実施に 

積極的に取り 組むこと。 

(2)  拠点病院内の 医療従事者の 能力向上のため ，医師等の医療従事者研修の 実 

施に積極的に 取り組むこと。 

3  情報提供体制 

(] ) 地域におけるがん 診療に関する 情報をホームページ 等を通じ適切に 公開 

すること。 

(2) 地域の医療機関からの 診療に関する 相談等に応じ 必要な情報を 提供する 

- と   

(3)  拠点病院で構成する 全国的な協議会 ( 全国地域がん 診療拠点病院連絡 協 

硅会 ), にがん患者の 5 年生存率等の 蜻報を報告するなど、 総合的ながん 備 

報の収集提供に 積極的に取り 組むこと。 

(5) 院内がん登録システム 

院内がん 壷録 システムが確立している、 または今後数年以内に 当該システ 

ムが確立する 見込みが確実であ る医療施設であ ること。 
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沖縄県   
地域がん診療拠点病院の 指定等一覧 
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0 し部地区医師会病 
0 那劫 市立総合宿院 

0 社会保夜毎山中央病院 

  
0 砂川市立帝京 
0 王子 博 合宿 暁 

Oo 0 総合病院北見赤 + 字病院 

OJA 北海道車史Ⅰ帯広厚生病院 
OJA 北海 遁 厚生連旭川 串 主席 暁   

タ 

  
( 独 ) 大夜市キ 僚 センター 
萬槻 赤 + 字 病暁 

鬼病院 

東大阪市立色合 痛暁 
大下赤 大 仮 府立・ + 字 恵 繍珪 佳期色合 匡摸 センター                               
市立 % 台 籠瞭 センター 厚生 

  
  

  

  

    
0 日赤 巨摸 センター 

0 日赤東京支部立志野赤 + 字病院 
0 日大医学部 m 届祖括 病院 
0 日本医科大学 付屈 永山病院 
ONTT 東日本曲 束 病院 

    0 甘梅 市立 % 台病院 
余病院 

  

  

ンター 
0 海南病院 

oas&a.flAss-b 0 小牧市長病院 

0 大津赤十字病院 
0 市立宇和島病院   0 日赤和歌山 医條 センター 0 市立長浜病院 
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地域がん診療拠点病院指定一覧表 

  

 
 

 
 

ffi* 宗 l 栃木県立がんセンター I 栃木県宇都宮市場 甫 4 一 9 一 13 I 平成 14 年 12 月 9 日 
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  @ 百五府       *e      医療関君         一 所在地 指定年月日 
社団法人望 隷 福祉事業団 

  64 静岡県総合病院 聖隷 浜松病院 浜松市住吉 2 一 12 一 12 平成 17 年Ⅰ 月 17 日 
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97l 島根県 l 島根県立中央病院   I 平成 l7 年 l 月 「 7 日 
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地域がん診療拠点   病院制度に係る 主な論点 

「． 現状 

各都道府県知事が、 医療計画との 整合性を図りつつ、 二次医療 圏 に一 ケ 前程度を目安に 推薦した医療機関につき、 厚生労働大臣が 適当と 

認める ( 「地域がん診療拠点病院の 運営に関する 検討会」による 審査 ) ものを地域がん 診療拠点病院として 指定している。 
平成「 7 年「 月 現在、 全国 1 35 医療機関を指定済みであ る。 

2.  課題 

(1)  地域がん診療拠点病院の 指定については、 地域がん診療拠点病院の 運営に関する 検討会の審査によって 一定の水準 力汚旦 保されているも 

のの、 通知に示された 指定要件の文言が 定性的で不明確であ る。 
(2)  地域がん診療拠点病院制度に 対するインセンティブが 乏しい。 
(3)  地域において 診療・臨床教育の 核となっている 特定機能病院は、 基本的には指定されていない。 ( 現時点で指定の 例は 5 施設のみ ) 
(4)  地域がん診療拠点病院は 診療等機能にぱらつきがあ り、 また、 それらの間の 役割分担、 連携が想定されていない。 

3.  今後の方向性 

dl)  f 目足要件をできる 限り数値を含めて 明確化することを 検討してはどうか。 
(2)  地域がん診療拠点病院に 対するインセンティブが 働くような仕組みを 検討してはどうか。 
(3)  指定の対象として、 特定機能病院を 含めてはどうか。 
(4)  現行の地域がん 診療拠点病院制度を、 診療・教育研修・ 研究機能に応じて 階層 ィヒし 、 役割分担を明確化するとともに、 それを踏まえた 

診療連携、 情報交換等のネットワークを 構築するよ う 見直してはどうか。 

沃地域がん診療拠点病院制度については、 その見直しを 行った上で、 医療計画の見直しに 合わせ医療計画に 位置づけることを 検討する。 
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